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川崎市規則第２５号 



川崎市職員退職手当支給条例施行規則の一部を改正する規則 

川崎市職員退職手当支給条例施行規則（昭和２４年川崎市規則第１１号）の

一部を次のように改正する。 

第１２条の２第２号中「第５６条の３第１項第１号イに該当する者に係る就

業促進手当に相当する退職手当又は同号ロ」を「第５６条の３第１項第１号」

に改める。 

第１８条第１項中「第５６条の３第１項第１号イに該当する者に係る就業促

進手当に相当する退職手当にあっては就業促進手当支給申請書（就業手当分）

（第１０号様式）に管轄公共職業安定所の長、特定地方公共団体（職業安定法

（昭和２２年法律第１４１号）第４条第９項に規定する特定地方公共団体をい

う。以下同じ。）の長又は職業紹介事業者（職業安定法第４条第１０項に規定

する職業紹介事業者をいう。）（以下「管轄公共職業安定所の長等」という。

）及び事業主の、同号ロ」を「第５６条の３第１項第１号」に、「第１０号様

式の２）に管轄公共職業安定所の長等及び事業主の、同号ロ」を「第１０号様

式）に管轄公共職業安定所の長、特定地方公共団体（職業安定法（昭和２２年

法律第１４１号）第４条第９項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ

。）の長又は職業紹介事業者（職業安定法第４条第１０項に規定する職業紹介

事業者をいう。）（以下「管轄公共職業安定所の長等」という。）及び事業主

の、同号」に、「第１０号様式の３」を「第１０号様式の２」に、「第１０号

様式の４」を「第１０号様式の３」に改め、同項ただし書中「就業促進手当支

給申請書（就業手当分）及び」を削り、「同項第１号イ又はロ」を「同項第１

号」に改める。 

様式目次中 

「 

１０ 就業促進手当支給申請書（就業手当分） 第１８条第１項 



１０の２ 就業促進手当支給申請書（再就職手当分） 第１８条第１項 

                                  」 

を 

「 

１０ 就業促進手当支給申請書（再就職手当分） 第１８条第１項 

」 

に、「１０の３」を「１０の２」に、「１０の４」を「１０の３」に改める。 

 第１０号様式を削り、第１０号様式の２を第１０号様式とし、第１０号様式

の３を第１０号様式の２とし、第１０号様式の４を第１０号様式の３とする。 

第１６号様式（裏）、第１７号様式（裏）及び第１８号様式（裏）中「禁錮

」を「拘禁刑」に改める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１６号様式（裏）

、第１７号様式（裏）及び第１８号様式（裏）の改正規定は、同年６月１日か

ら施行する。 


